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◎
倒
産
や
解
雇
、雇
い
止
め
な
ど

に
よ
る
離
職
を
さ
れ
、国
民
健
康

保
険
に
加
入
さ
れ
た
方
へ

　

離
職
さ
れ
た
翌
日
か
ら
翌
年
度
末

ま
で
の
期
間
、国
民
健
康
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、雇
用
保
険
受
給
者
証
、保

険
証
、印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、税
務
課

で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
　
　（
天
引
き
）さ
れ
て
い
る
方

　
　
　
　
　
ま
た
は
予
定
の
方
へ�

　
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
か
ら
の
納
付
方
法
を
申
請
に

よ
り
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。そ
の
場
合
認
め
印
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課
国
民
健
康
保

険
税
係（
☎
６
３
・
３
８
０
２
）ま
で
。

お問い合わせは、
（☎63・3802）まで。

税 
務 
課

お
知
ら
せ

項　目

基�礎�課�税�分
（医療給付費分）

後�期�高�齢�者
支�援�金�分 介�護�納�付�金�分

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

所 得 割 額 ７．２５％ ７．２５％ ２．７０％ ２．７０％ ２．２３％ ２．２３％
資 産 割 額 ３０．００％ ３０．００％ １０．８０％ １０．８０％ １１．７０％ １１．７０％
均 等 割 額 ２８，２００円 ２８，２００円 １０，２００円 １０，２００円 １２，２００円 １２，２００円
平 等 割 額 ２２，７００円 ２２，７００円 ８，２００円 ８，２００円 ６，４００円 ６，４００円
賦課限度額 ５２万円 ５４万円 １７万円 １９万円 １６万円 １６万円

国民健康保険税の
� 賦課限度額が変わります

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよ
う、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。
　しかし、ここ近年、加入者の高齢化や医療技術の高度化などにより、医療
費が年々増加し続けており、国民健康保険運営は依然として厳しい状況と
なっています。
　本年度は、基礎課税分と後期高齢者支援金分の賦課限度額が改正となり
ました。加入者のみなさまに安心して医療を受けていただくため、ご理解と
ご協力、よろしくお願い致します。

◎平成28年度の税率等
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日高町地域包括支援センターこん
にち
は

です！

平成28年9月1日（木）　　　
　　　　　　 午後1時～ 4時
日高町保健福祉総合センター

（和歌山県日高郡日高町小中1308）

※�現在の収入（手取り月額）と資産（現金・預貯金）のどちらも上表の基準以下の方が対象と
なります。
※�夫婦間の紛争（離婚など）の場合を除き、原則として配偶者の収入・資産を加算した金額で
判断します。
※�５人家族以上は、１人増につき30,000円が収入基準に加算されます。（例：５人家族�
329,000円以下）
※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
※�家賃・住宅ローンを負担されている方は、上表の収入基準に家賃等加算の限度額の範囲内
でその金額が加算されます。

相談時間は１人30分程度、日高町民以外の方も相談可能です。

収入・資産（現金・預貯金）が一定基準以下の方
基準例 手取り月額（賞与を含む） 家賃等加算 現金・預貯金
単身者 182,000円以下 41,000円以下 180万円以下
２人家族 251,000円以下 53,000円以下 250万円以下
３人家族 272,000円以下 66,000円以下 270万円以下
４人家族 299,000円以下 71,000円以下 300万円以下

予約受付期間/平成28年８月22日（月）９時～8月31日（水）16時

予約・お問い合わせ先：日本司法支援センター和歌山地方事務所　【法テラス和歌山】
　　　　　　　所在地：和歌山市九番丁15　九番丁MGビル6階
　　　　　　　　　☎：050・3383･5457
　　　　　　開所時間：平日9時～17時

離婚、相続、多重債務などでお困りの方へ
法テラス和歌山�巡回法律相談�のご案内

相談できる方


